
 

 

 

 

 

 

 

 

  

［構成員提出資料］ 



今井構成員提出資料 

相談支援の質の向上に向けた検討会殿                

2019 年 2月 28 日 

一般社団法人 日本発達障害ネットワーク（JDDnet） 

理事 今井 忠（同検討会構成員） 

「相談支援従事者研修標準カリキュラム」（案）に対する意見 

（別表 1）初任者研修について････今回の主たる対象？ 

１． 1 章の役割の部分の＜科目＞ の「○相談支援の目的」または、「○相談支援の基本的

視点」・・・・1 頁 

① ＜獲得目標＞欄に「利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という。）の意

思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでなけれ

ばならないことを理解する。」を加筆 

参考： 平成二十四年厚生労働省令第二十八号 障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準の第一節 基本方針 

第二条 指定計画相談支援の事業は、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行われるものでな

ければならない。（第 2 項以下略） 

② ＜獲得目標＞欄に 「エンパワメント」の語を適切にいれる 

③ ＜内容＞欄に「特に発達過程にある児童期の支援の重要性を理解するための講

義を行う。」を加筆 

２．  1 章の役割の部分の＜科目＞ の「相談援助に必要な技術」（1 頁）と、4 章のケアマネ

ジメントの「○アセスメント及びニーズの把握」（3 頁）の＜内容＞欄 

「意思疎通に困難を有する障害児者（知的障害児者や自閉スペクトラム症等）の場合

のアセスメントとニーズ把握の基本的な注意点と技術を修得する。」を加筆 

知的障害児者や自閉スペクトラム症の場合は、このアセスメントとニーズ把握がもっ

とも重要であるが、困りや要求を相手に分かるように説明できる障害とは異なる技術や姿

勢を必要とする。個々の障害特性に応じた内容は、任意研修である「専門別研修」でカバー

するが、この標準の中にも包括的に入れておくべきである。 

３． ５章の実習の「○ケアマネの基礎実習」の 1と 2････6 頁  

実習は「見直し後」（案）に入ったが、前記の意思疎通に困難を有する障害児者も実

習体験に含まれるようにしていただきたい。＜内容＞欄への記載表現は未検討。 

４． （別表 2）現任研修について 

以上の内、１，２については、同様の主旨を現任研修にも織り込んでいただきたい。 

以上 



「相談支援専門員初任者研修標準カリキュラム」（案）への意見 

 

NPO 法人自立生活センターSTEP えどがわ 

今村 登 

 

Q１）強調すべきものは十分か？ 

・障害者権利条約（理念、目的、医学モデルから社会モデルへのパラダイムシ

フト、インクルーシブ社会の構築、19 条（一般的意見含む）など） 

・障害者総合支援法（社会的障壁の除去に資すること/介護保険との違い） 

・自立 

・基本相談（本人中心支援、エンパワメント支援、意思決定支援、セルフプラ

ン支援など） 

 

Q２）相談支援専門員としての役割、基本的知識および技術的研修は十分か？ 

・必要な社会資源の創造（エンパワメントを意識した社会資源の利用と開発） 

・社会資源及びサービスの理解（介護保険との共通点と相違点） 

・本人中心支援のサービス等利用計画作成の基本的知識と技術（セルフマネジ

メント含む） 

・モニタリング 

・障害の特性 

 

Q３）総研修時間増に対する懸念への対応策は十分か？ 

・研修内容の充実に伴う総時間数増による受講難（事業所による敬遠、体力

的・時間的な受講難など） 

・講義、演習、実習のバランス 

・障害故の受講難を軽減する合理的配慮 

・障害の有無に関係なく、受講のし易さの工夫、配慮 

 

Q４）自治体間格差の是正措置はあるか？ 

・講師陣への障害当事者参加 

・推奨テキスト、e ラーニングなどの活用（Q３の対策にも通じる） 

以上 

今村構成員提出資料 



座 長 熊谷晋一朗 様  

 

第 7 回相談支援の質の向上に向けた検討会に向けた事前意見 

 

ご指示のありました標準カリキュラム案について以下の点につきましてご留意いただきた

くお願いいたします。 

 

＊キーワード 

「リカバリー」「家族支援」「ピアスーパービジョン」を位置づけて欲しい 

 

＊視点 

①当事者のリカバリーをすすめる中で、家族の意向に飲み込まれないためにも、「家族支援

の重要性」の視点を入れて欲しい。 

地域を基盤とした優れたケアを改善展開するにあたっては、家族をはじめとする本人

の制度にはない私的なネットワークとの協働がもつ強みを活用することが大切と考える。 

なぜなら、本人の背景を理解するためには、家族やその他大切な人たちととも本人との

関係づくりをすることであるからです。本人の社会的ネットワークを特定し、協力してプ

ランを実施し、その進捗をフォローアップすることになります。 

 

②有効性のあるソーシャルアクションを展開するために、「ピアスーパービジョン」も位置

づける。 

実際の現場では、新任者が相談支援専門員として求められるマクロ的視点の強化や危

機介入と連動した課題意識の構築をする際のフォローについて、ピアスーパービジョン

も位置づける 

 

 

2019 年 2 月 28 日 

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 小幡恭弘 

小幡構成員提出資料 
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門屋構成員提出資料 

 

（別表１）                            ※下線部分が修正箇所 

相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム（案） 

 

科 目 獲得目標 内 容 時間数 

１,障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する

講義（５時間） 

○相談支援（障害

児者支援）の目的 

 

 (個)人の尊厳、基本的人

権の尊重のための支援の意

味と価値を理解する。 

 また、利用者理解の重要

性について理解するととも

に、障害児者の地域での生

活の実情について理解す

る。 

 （略） 

 （略） 

 

講義 

1.5 時間 

○相談支援の基本

的視点（障害児者

支援の基本的視

点） 

 

 

 

本人を中心とした支援を

実施するにあたり、相談援

助（障害児者支援）の基本

的な姿勢について理解す

る。 

 障害者ケアガイドライン等を活用し、障害者へ

の生活支援の重要な視点として①共生社会の実

現（ノーマライゼーションからソーシャルイン

クルージョン） 、②自立と社会参加、③当事者

主体（本人中心支援）、意思決定の配慮、④地域

における生活の個別支援、⑤エンパワメント、

⑥リカバリーなどについて理解するための講義

を行う。 
 障害児者の生活支援に当たっては社会モデルを

基本とし、その一部に必要に応じて医学(個人)

モデル支援があることを理解させる。 

 （略） 

 （略） 
 障害児者の地域生活において、ＩＣＦの視点をも

とに人的支援、環境整備、経済基盤支援(就労・

年金・生活保護等)・就労支援、家族支援、医療、

教育などの支援についての実情を具体的に理解

する。 

講義 

2.5 時間 

○相談援助に必要

な技術 

本人を中心とした支援を

実施するにあたり、獲得す

べき相談援助技術について

理解する。 

 ミクロ及びメゾレベルからマクロレベルに焦点

を当てた視点等を含む地域を基盤としたソーシ

ャルワークの理論と基本的面接技法及びコミュ

ニケーション技法(アサーティブネス・メラヴィ

アンの法則等)、相談援助技術の基礎について講

義を行う。 

 （略） 

 （略） 

講義 

１時間 

２,相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（３時間） 

○相談支援における

ケアマネジメントの

手法とプロセス 

 

本人を中心としたケア

マネジメントのプロセス

と必要な技術の全体像に

ついて理解する。 

 

 本人を中心としたケアマネジメント(ストレ

ングスモデル)の目的、意思決定に配慮した

一連のプロセスについて、具体的な計画相談

支援等の事例を用いて講義を行う。 

 （略） 

 （略） 

講義 

1.5 時間 

（略）    
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３,（略） 

４,ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習   （31.5 時間） 

相
談
支
援
の
実
際
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
を
用
い
た
相
談
支
援
プ
ロ
セ
ス
の
具
体
的
理
解
） 

○受付及び

初期相談相

談並びに契

約 

○アセスメ

ント（事前

評価）及び

ニーズ把握 

 受付及び初期相談（イ

ンテーク）、契約の各場面

で求められる実践的な技

術を修得する。 

 

利用者の主訴を明確に

し、本人・家族等からの情

報収集とその分析を通し

て相談支援専門員として

の専門的な判断の根拠を

説明できる技術を修得す

る。 

また、アセスメントに

おいて収集した情報か

ら、専門職としてニーズ

を導くための技術を修得

する。 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

・ （略） 

 利用者が持つ内面的及び環境的な強みを重視

してアセスメントを行うことの重要性を理解

する。(ストレングスモデル) 

 （略） 

講

義・

演習

６時

間 

12

時間 

○目標の設

定と計画作

成 

 

本人の意向とニーズを

踏まえた目標設定と目標

を実現するためのサービ

ス等利用計画等の作成技

術を修得する。 

また、より適切で質の

高いサービスを提供する

ためには、サービス等利

用計画と個別支援計画等

との連動が重要であるこ

とを理解する。 

 

多職種とのアセスメント

結果の共有やサービス等

利用計画の原案に対する

専門的見知からの意見収

集の意義を理解し、サー

ビス担当者等による会議

の開催に係る具体的な方

法を修得する。 

 （略） 

 （略） 

 計画の策定順は、➀本人の力の発揮と活用、②

一般社会・生活資源の活用、③諸制度(医療・年

金・就労・生保等々)の活用、④障害福祉サービ

ス活用、➄満たされないニードの確認とそれを

満たす社会資源開発・地域づくり等、⑥制度・

政策改革等、を策定の基本とする意味を理解さ

せる。 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

 （略） 

講

義・

演習 

３時

間 

（略）    

（略）    

（略）    

（略）    

５,（略） 
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（別表２） 

相談支援従事者現任研修標準カリキュラム（案） 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

１,（略） 

２,相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講義（３時間） 

○本人を中心とした

支援におけるケアマ

ネジメントおよびコ

ミュニティソーシャ

ルワークの理論と方

法 

 

 

相談支援の基本姿勢等を

再確認するとともに、個別

の相談援助技術と地域援助

技術の役割とそのつながり

について理解する。 

 

・本人を中心とした支援における個別の相談支援

の基本姿勢①共生社会の実現（ノーマライゼ

ーションからソーシャルインクルージョ

ン） 、②自立と社会参加、③当事者主体（本

人中心支援）、意思決定の配慮、④地域におけ

る生活の個別支援、⑤エンパワメントなどに

ついて再確認するとともに、ミクロ及びメゾレ

ベルからマクロレベルに焦点を当てた視点等

を含む地域を基盤としたソーシャルワークの理

論と実践方法について講義を行う。 

・障がいの理解に当たっては社会モデルを基本

とすること、医学(個人)モデル支援の位置づ

けを実践の振り返りから確認する。 

・（略） 

・（略） 

講義 

3時間 

３，（略） 

４,相談援助に関する講義及び演習 （１８時間） 

○個別相談支援とケ

アマネジメント 

 本人を中心とした個別の相

談支援の実践に必要な相談援

助技術について説明出来る。 

 自身の個別の相談支援実践

について振り返り、維持・向

上すべきことに気づく。 

 個別の相談支援の実践事例

を振り返り、検討することで

個別相談支援の能力が向上を

図る 

 個別の相談支援における関係性の理解、自他

尊重などについての自己覚知を行い、①信頼

関係の構築、②意思決定（本人を中心とした

支援）、③モニタリングの機能について再確

認し理解を深めるための講義を行う。 

 （略） 

 （略） 

講義及び 

演習 

６時間 

（略）    

（略）    

 



相談支援従事者の研修カリキュラム（案）への意見 

 

社会福祉法人日本盲人会連合 

理事 鈴木孝幸 

 

基本的にはカリキュラムは原案で良い。意見としては次の点について考慮され

ているかどうか。 

 

１ セルフプランのための支援について 

セルフプランを立てるための支援の方法について 

相談を立てるだけでなく、本人がセルフプランを立てるときの支援内容につ

いて 

 

２ エンパワーメントの視点 

上記１と重複すると思いますが、障害当事者が「自分でたてられるようにする

ための支援」の方法について 

 

３ 制度利用のための知識の必要性 

居住している地域には無くても、近隣の市町村や自分の都道府県内になくて

も近隣の都道府県にある「事業所」などの情報入手に関する支援方法など 

 

４ 制度の利用についての問題点 

市町村が地域生活支援事業において、実施すべき制度が行われていない場合、

市町村への働きかけを実施するための方策など 

鈴木構成員提出資料 



大濱構成員提出資料 

 

 

「相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム」（案）について 

 

公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 

代表理事 大濱 眞 

 

 

 

１．相談支援専門員の基礎知識として 

障害者権利条約における「医学モデル」でなく「社会モデル」で障害を捉えること社会的障壁の除

去」の重要性ならびに条約の基本理念である他のものとの平等を基礎にして=障害のある人もない

人も平等に生きられる社会を目指すこれらの理念及び目的を理解することの重要性 

 

２．ソーシャルワークにおけるエンパワメントの重要性について  

 

３．本人中心の支援、本人のニーズの把握、ここでは意思決定支援の在り方が重要 

 

４、相談支援員の役割は、サービス等利用計画の作成はあくまで結果でありそれ以前の本人のニー

ズをいかに引き出すかが重要である 

 

５、適切な時間数は、当事者参加を優先に決めること 

 

６、障害者の相談支援員と介護保険のケアマネの違いの明確化 

 

 

７、相談支援員の質のバラツキ、地域間格差をなくすためには 

⇨ 障害当事者講師の配置義務付け 


